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平成２４年第３回竹原市議会定例会会議録 

 

平成２４年９月１４日開議 

  （平成２４年９月１４日） 

 

議席順 氏 名 出  欠 

１ 山 元 経 穂 出 席 

２ 高 重 洋 介 出 席 

３ 井  上  美 津 子 出 席 

４ 山 村 道 信 出 席 

５ 大 川 弘 雄 出 席 

６ 道 法 知 江 出 席 

７ 宮 原 忠 行 出 席 

８ 片 山 和 昭 出 席 

９ 北 元  豊 出 席 

１０ 稲 田 雅 士 出 席 

１１ 松 本  進 出 席 

１２ 吉 田  基 出 席 

１３ 脇 本 茂 紀 出 席 

１４ 小 坂 智 徳 出 席 

 

  職務のため議場に出席した者は、下記のとおりである 

    議会事務局長                   宮 地 憲 二 

    議会事務局係長     住 田 昭 徳 
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説明のため議場に出席した者は、下記のとおりである 

 

職 名 氏 名 出 欠 

市 長 小 坂 政 司 出 席 

副 市 長 三 好 晶 伸 出 席 

教 育 長 竹 下 昌 憲 出 席 

総 務 部 長 今 榮 敏 彦 出 席 

総 務 課 長 桶 本 哲 也 出 席 

情 報 化 推 進 室 長 平 田 康 宏 出 席 

企 画 政 策 課 長 福 田 吉 晴 出 席 

財 政 課 長 塚 原 一 俊 出 席 

税 務 課 長 沖 本  太 出 席 

会 計 管 理 者 前 本 憲 男 出 席 

監 査 委 員 事 務 局 長 木 村 忠 志 出 席 

選挙管理委員会事務局長 桶 本 哲 也 出 席 

市 民 生 活 部 長 谷 岡  亨 出 席 

市 民 健 康 課 長 森 野 隆 典 出 席 

まちづくり推進課長 大 澤 次 朗 出 席 

文 化 生 涯 学 習 室 長 西 口 広 崇 出 席 

忠 海 支 所 長 森 野 隆 典 出 席 

人 権 推 進 室 長 谷 岡  亨 出 席 

福 祉 課 長 大 宮 庄 三 出 席 

子 ど も 福 祉 室 長 井 上 光 由 出 席 

建 設 産 業 部 長 柏 本 浩 明 出 席 

産 業 振 興 課 長 中 川 隆 二 出 席 

観 光 交 流 室 長 堀 信 正 純 出 席 

建 設 課 長 大 田 哲 也 出 席 

都 市 整 備 課 長 有 本 圭 司 出 席 

区 画 整 理 室 長 有 本 圭 司 出 席 

上 下 水 道 課 長 沖 谷 秀 一 出 席 

農業委員会事務局長 西 原 正 敎 出 席 

教育委員会教育振興課長 久 重 雅 昭 出 席 

教育委員会学校教育課長 亀 井 伸 幸 出 席 
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付議事件は下記のとおりである 

 日程第 ４ 報告第 ７号 竹原市の健全化判断比率及び資金不足比率について 

 日程第 ５ 議案第３７号 人権擁護委員の推薦につき議会の意見を求めることについ

              て 

 日程第 ６ 議案第３８号 人権擁護委員の推薦につき議会の意見を求めることについ

              て 

 日程第 ７ 議案第３９号 竹原市防災会議条例及び竹原市災害対策本部条例の一部を

              改正する条例案 

 日程第 ８ 議案第４０号 平成２３年度竹原市歳入歳出決算認定について 

 日程第 ９ 議案第４１号 平成２３年度竹原市水道事業決算認定について 

 日程第１０ 議案第４２号 平成２４年度竹原市一般会計補正予算（第２号） 

 日程第１１ 閉会中の継続審査（調査）について（民生産業委員会） 
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              午前１０時００分 開議 

議長（脇本茂紀君） おはようございます。 

 ただいまの出席議員は１４名であります。定足数に達しておりますので、これより本日

の会議を開きます。 

         ―――――――――――――――――――――― 

  日程第４ 

議長（脇本茂紀君） 日程第４、報告第７号竹原市の健全化判断比率及び資金不足比率に

ついてを議題といたします。 

 事務局職員から報告文を朗読させます。 

              〔事務局職員朗読〕 

議長（脇本茂紀君） 市長から報告理由の説明を求めます。 

市長（小坂政司君） 報告第７号竹原市の健全化判断比率及び資金不足比率について御説

明申し上げます。 

 本件は、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項及び第２２条第１項の

規定により、本市の健全化判断比率及び資金不足比率について、監査委員の意見をつけて

議会へ報告するものであります。 

 まず、健全化判断比率のうち、実質赤字比率及び連結実質赤字比率につきましては、実

質収支が黒字であり、比率なしとなっております。実質公債費比率につきましては９％と

なっており、将来負担比率につきましては３４％となっております。 

 次に、資金不足比率につきましては、水道事業及び公共下水道事業ともに資金不足額が

ないため、比率なしとなっております。 

 なお、これらの比率が早期健全化基準を上回る場合、財政健全化計画の策定や外部監査

などが必要となりますが、本市の比率につきましては、いずれもこれを下回っておりま

す。 

 以上のとおり、健全化判断比率及び資金不足比率について御報告いたしますので、よろ

しくお願い申し上げます。 

議長（脇本茂紀君） これより質疑に入ります。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議長（脇本茂紀君） これをもって質疑を終結いたします。 

         ―――――――――――――――――――――― 
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  日程第５ 

議長（脇本茂紀君） 日程第５、議案第３７号人権擁護委員の推薦につき議会の意見を求

めることについてを議題といたします。 

 事務局職員から議案を朗読させます。 

              〔事務局職員朗読〕 

議長（脇本茂紀君） 市長から提案理由の説明を求めます。 

市長（小坂政司君） 議案第３７号人権擁護委員の推薦につき議会の意見を求めることに

ついて御説明申し上げます。 

 本案は、竹原市の区域から選出されております人権擁護委員、土田勇委員の任期が平成

２４年１２月３１日をもって満了となりますので、その後任委員として、同氏を引き続き

推薦いたしたいと考え、人権擁護委員法第６条第３項の規定により議会の意見を求めるも

のであります。 

 土田氏は昭和４０年に竹原市消防本部消防吏員となり、平成２年以降、安芸津消防署長

等を歴任し、平成１２年から竹原広域消防本部次長を務められ、平成１５年３月退職後、

大応自治会会長に就任され、現在に至っております。 

 土田氏は地域住民の福祉の向上のため尽力されており、地域社会の実情に通じ、住民の

信望も厚く、人権擁護委員として適任であると考えるものであります。 

 何とぞよろしくお願い申し上げます。 

議長（脇本茂紀君） これより質疑に入ります。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議長（脇本茂紀君） これをもって質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議長（脇本茂紀君） これをもって討論を終結いたします。 

 これより採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 本案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

議長（脇本茂紀君） 御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されまし

た。 
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         ―――――――――――――――――――――― 

  日程第６ 

議長（脇本茂紀君） 日程第６、議案第３８号人権擁護委員の推薦につき議会の意見を求

めることについてを議題といたします。 

 事務局職員から議案を朗読させます。 

              〔事務局職員朗読〕 

議長（脇本茂紀君） 市長から提案理由の説明を求めます。 

市長（小坂政司君） 議案第３８号人権擁護委員の推薦につき議会の意見を求めることに

ついて御説明申し上げます。 

 本案は、竹原市の区域から選出されております人権擁護委員、坂本忠明委員の任期が平

成２４年１２月３１日をもって満了となりますので、その後任委員として、同氏を引き続

き推薦いたしたいと考え、人権擁護委員法第６条第３項の規定により議会の意見を求める

ものであります。 

 坂本氏は東条自治会会長、吉名地区自治会連合会会長、竹原市自治会連合会副会長、竹

原市公衆衛生推進協議会副会長を歴任されるなど、地域住民の福祉の向上のため尽力され

ており、地域社会の実情に通じ、住民の信望も厚く、人権擁護委員として適任であると考

えるものであります。 

 何とぞよろしくお願い申し上げます。 

議長（脇本茂紀君） これより質疑に入ります。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議長（脇本茂紀君） これをもって質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議長（脇本茂紀君） これをもって討論を終結いたします。 

 これより採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 本案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

議長（脇本茂紀君） 御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されまし

た。 
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         ―――――――――――――――――――――― 

  日程第７ 

議長（脇本茂紀君） 日程第７、議案第３９号竹原市防災会議条例及び竹原市災害対策本

部条例の一部を改正する条例案を議題といたします。 

 事務局職員から議案を朗読させます。 

              〔事務局職員朗読〕 

議長（脇本茂紀君） 市長から提案理由の説明を求めます。 

市長（小坂政司君） 議案第３９号竹原市防災会議条例及び竹原市災害対策本部条例の一

部を改正する条例案について提案の理由を御説明申し上げます。 

 本案は、災害対策基本法の一部が改正されたことに伴い、必要な規定の整備を行うもの

であります。 

 改正の内容につきましては、まず竹原市防災会議条例について、防災会議の所掌事務と

して、市長の諮問に応じて市の地域に係る防災に関する重要事項を審議し、または当該重

要事項に関し市長に意見を述べることを追加するとともに、防災会議の委員として、市長

が必要と認めて任命する者を新たに加えることとし、委員定数を２５人以内に増加するも

のであります。 

 また、竹原市災害対策本部条例について、災害対策基本法の改正に伴い、引用条項の整

理を行うものであります。 

 何とぞ慎重に御審議いただいた上、適切な御決定をお願い申し上げます。 

議長（脇本茂紀君） これより質疑に入ります。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議長（脇本茂紀君） これをもって質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議長（脇本茂紀君） これをもって討論を終結いたします。 

 これより採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 本案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

議長（脇本茂紀君） 御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されまし
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た。 

         ―――――――――――――――――――――― 

  日程第８・日程第９ 

議長（脇本茂紀君） お諮りします。 

 日程第８、議案第４０号平成２３年度竹原市歳入歳出決算認定について並びに日程第

９、議案第４１号平成２３年度竹原市水道事業決算認定についてを一括議題といたしたい

と思います。これに御異議ありませんか。 

              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

議長（脇本茂紀君） 御異議なしと認めます。よって、２議案を一括議題とすることに決

しました。 

 事務局職員から議案を朗読させます。 

              〔事務局職員朗読〕 

議長（脇本茂紀君） 市長から提案理由の説明を求めます。 

市長（小坂政司君） 平成２３年度竹原市一般会計及び特別会計の歳入歳出決算について

は、地方自治法第２３３条第２項の規定により監査委員の審査に付したところ、平成２４

年８月２２日付をもちまして審査意見書を提出していただきましたので、同条第３項の規

定により議会の認定に付するものであります。 

 以下、各会計の決算の概要を御説明申し上げます。 

 一般会計決算から御説明いたします。 

 歳入決算額は１２１億１，０９３万５，０００円で、予算現額に対する収入割合は９

４．９％であり、歳出決算額は１１８億１，２０７万９，０００円で、予算現額に対する

執行率は９２．６％であります。 

 したがいまして、歳入歳出差引額は２億９，８８５万６，０００円となり、このうち

１，７６８万３，０００円を繰越明許費として平成２４年度に繰り越す財源といたしてお

ります。 

 この歳入決算における科目別の主なものの概要でありますが、市税につきましては、予

算現額４０億６，４５９万６，０００円に対し、決算額は４０億７，９０４万５，０００

円となり、予算現額に対し１００．４％の収入率となっております。また、調定額４３億

９，１７４万７，０００円に対する収納率は９２．９％であり、なお多額の収入未済額が

ありますので、今後とも収納率向上に努めてまいります。 
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 地方交付税につきましては、予算現額２４億４，７５４万３，０００円に対し、決算額

は２５億７，０７５万１，０００円となっております。普通交付税の決算額につきまして

は２０億６，７５４万３，０００円、特別交付税の決算額につきましては５億３２０万

８，０００円であり、前年度と比較し、普通交付税において９４５万７，０００円の減、

特別交付税において１，０３０万８，０００円の減となっております。 

 分担金及び負担金につきましては、予算現額２億９，８７４万３，０００円に対し、決

算額は２億７，４８６万５，０００円となっております。また、調定額２億８，２１２万

８，０００円に対する収納率は９７．４％で、収入未済額は７０５万４，０００円となっ

ております。その主なものは保育所負担金などであり、今後とも収納率向上に努めてまい

ります。 

 使用料及び手数料につきましては、予算現額１億２，８２２万４，０００円に対し、決

算額は１億２，８９０万１，０００円となっております。また、調定額１億４，９８３万

７，０００円に対する収納率は８６％で、収入未済額は１，６８９万６，０００円となっ

ております。今後とも住宅使用料等、収納率向上に一層努力してまいります。 

 国庫支出金につきましては、予算現額１３億６，５９５万６，０００円に対し、決算額

は１２億８，６５８万２，０００円となっておりますが、１，６１０万円については繰越

明許費の特定財源として翌年度へ繰り越しておりますので、予算額との差は６，３２７万

４，０００円になります。 

 県支出金につきましては、予算現額１５億９，６００万６，０００円に対し、決算額は

１２億３，１９３万８，０００円となっておりますが、３億６，７７８万８，０００円に

ついて繰越明許費の特定財源として翌年度へ繰り越しておりますので、予算額との差は３

７２万円になります。 

 繰入金につきましては、予算現額１億５，４６４万１，０００円に対し、決算額は１，

０８６万９，０００円となっております。これは都市基盤整備基金繰入金１億２，１９１

万５，０００円の減などによるものであります。 

 市債につきましては、予算現額１１億２，９４３万３，０００円に対し、決算額は９億

７，０５８万３，０００円となっておりますが、９，２００万円については繰越明許費の

特定財源として翌年度へ繰り越しておりますので、予算額との差は６，６８５万円となり

ます。 

 次に、歳出でありますが、予算現額１２７億５，７０８万円に対し、決算額は１１８億
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１，２０７万９，０００円となり、執行率は９２．６％でありますが、予算現額のうち５

億５５７万１，０００円、率で４％について繰越明許費として翌年度へ繰り越しておりま

すので、これを加算しますと９６．６％の執行率になります。 

 この歳出決算の科目別不用額５００万円以上の主な費用について、その概要を御説明申

し上げます。 

 議会費につきましては、予算現額１億７，７６３万５，０００円に対し、決算額は１億

７，３５８万２，０００円となり、４０５万３，０００円の不用額であります。 

 総務費につきましては、予算現額１５億２，７５１万６，０００円に対し、決算額は１

４億７，７３２万９，０００円となり、５，０１８万７，０００円の不用額であります。

これは一般管理費において地域公共交通活性化協議会などに対する補助金５６１万円、電

算管理費において地域情報通信基盤整備に係る工事請負費１，８２６万７，０００円の減

が主なものであります。 

 民生費につきましては、予算現額４３億７２１万６，０００円に対し、決算額は４１億

５，９１５万１，０００円となり、１億４，８０６万５，０００円の不用額となります

が、翌年度へ４６２万円を繰り越しておりますので、実質１億４，３４４万５，０００円

の不用額であります。これは社会福祉総務費において国民健康保険特別会計などに対する

繰出金３，８５０万６，０００円、障害者福祉費において介護給付費などの扶助費９８２

万６，０００円、保育所費において私立保育所や保育所耐震業務などに対する委託料１，

３１４万５，０００円、生活保護費において各扶助等の減による扶助費４，０２９万６，

０００円の減が主なものであります。 

 衛生費につきましては、予算現額９億７，２２８万３，０００円に対し、決算額は９億

７５６万７，０００円となり、６，４７１万６，０００円の不用額であります。これは成

人病対策費において各種がんなどに対する検診委託料６２９万１，０００円、予備費にお

いて子宮頸がんなどに対する予防接種委託料２，１０３万２，０００円、環境衛生費にお

いて合併処理浄化槽設置整備事業などに対する補助金１，１１９万７，０００円、母子保

健費において健診委託料６６４万１，０００円、清掃総務費において広島中央環境衛生組

合に対する負担金９１２万４，０００円の減が主なものであります。 

 労働費につきましては、予算現額２億５，０４０万５，０００円に対し、決算額は２億

４，９４３万６，０００円となり、９６万９，０００円の不用額であります。 

 農林水産業費につきましては、予算現額８億４１８万２，０００円に対し、決算額は４
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億１，３５１万６，０００円となり、３億９，０６６万６，０００円の不用額であります

が、翌年度へ３億８，１７６万４，０００円を繰り越しておりますので、実質８９０万

２，０００円の不用額であります。 

 商工費につきましては、予算現額４億６，０７０万４，０００円に対し、決算額は４億

４，８２８万９，０００円となり、１，２４１万５，０００円の不用額であります。これ

は商工業振興費において中小企業融資制度に係る預託金１，２００万円の減が主なもので

あります。 

 土木費につきましては、予算現額１５億１，７９４万５，０００円に対し、決算額は１

３億５，３９４万９，０００円となり、１億６，３９９万６，０００円の不用額でありま

すが、翌年度へ１億１，９１８万７，０００円を繰り越しておりますので、実質４，４８

０万９，０００円の不用額であります。これは公共下水道事業費において公共下水道事業

特別会計に対する繰出金９５２万６，０００円、住宅管理費において市営住宅の整備に係

る工事請負費６９８万３，０００円の減が主なものであります。 

 消防費につきましては、予算現額６億２１０万２，０００円に対し、決算額は５億８，

１９７万７，０００円となり、２，０１２万５，０００円の不用額であります。これは常

備消防費において常備消防事務に係る委託料６５９万２，０００円、非常備消防費におい

て消防団員の退職報償金６９０万８，０００円の減が主なものであります。 

 教育費につきましては、予算現額１０億４，８１０万５，０００円に対し、決算額は９

億９，０８５万３，０００円となり、５，７２５万２，０００円の不用額であります。こ

れは小学校費の学校管理費において介助員の賃金８９３万円、中学校費の学校管理費にお

いて中学校校舎耐震に係る測量設計委託料など１，０５０万８，０００円の減が主なもの

であります。 

 災害復旧費につきましては、予算現額７，８２６万９，０００円に対し、決算額は５，

７０７万円となり、２，１１９万９，０００円の不用額であります。これは農林水産施設

災害復旧費において災害復旧のための工事請負費１，１３１万７，０００円、公共土木施

設災害復旧費において災害復旧のための工事請負費９５８万２，０００円の減が主なもの

であります。 

 公債費につきましては、予算現額１０億４１５万８，０００円に対し、決算額は９億

９，９３６万円となり、４７９万８，０００円の不用額であります。これは一時借入金の

償還利子の減によるものであります。 
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 次に、国民健康保険特別会計について御説明いたします。 

 歳入につきましては、予算現額３８億９，５０６万６，０００円に対し、決算額は３６

億４，７７１万７，０００円となり、２億４，７３４万９，０００円の減となっておりま

す。 

 国民健康保険税の収納状況につきましては、調定額８億８，５０６万９，０００円に対

し、決算額が６億１，８７２万３，０００円となり、収納率は６９．９％で、収入未済額

は２億４，５０５万８，０００円となっております。 

 国民健康保険税が保険給付の主要な財源になることを踏まえ、今後も保険財政安定化の

ため収納率向上に努めてまいります。 

 歳出につきましては、予算現額３８億９，５０６万６，０００円に対し、決算額は３６

億４，６６３万７，０００円となり、執行率９３．６％で、２億４，８４２万９，０００

円の不用額であります。これは一般被保険者及び退職被保険者の療養給付費が見込みより

減となったことに伴う負担金７，０５７万円、一般被保険者高額療養費が見込みより減と

なったことに伴う負担金１，４４１万円、高額医療費共同事業拠出金における負担金１，

２０３万円、保険財政共同安定化事業拠出金における負担金４，５５０万円の減が主なも

のであります。 

 以上により、実質収支は１０８万円の黒字決算となっております。 

 次に、貸付資金特別会計について御説明いたします。 

 歳入につきましては、予算現額１，６５５万７，０００円に対し、決算額は１，４８５

万９，０００円となり、１６９万８，０００円の減となっております。 

 そのうち、貸付金元利収入につきましては、調定額６，４２１万円に対し、決算額が

１，３７０万２，０００円となり、収入未済額は５，０５０万８，０００円となっており

ます。今後とも収納率の向上に努めてまいります。 

 歳出につきましては、予算現額１，６５５万７，０００円に対し、決算額は１，４８５

万９，０００円となり、執行率は８９．７％で、１６９万８，０００円の不用額でありま

す。 

 以上により、歳入歳出同額の決算となります。 

 次に、港湾事業特別会計について御説明いたします。 

 歳入につきましては、予算現額４，３８５万９，０００円に対し、決算額は４，２７９

万２，０００円となり、１０６万７，０００円の減となっております。 
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 歳出につきましては、予算現額４，３８５万９，０００円に対し、決算額は３，４８４

万６，０００円となり、執行率は７９．５％で、９０１万３，０００円の不用額でありま

す。 

 以上により、実質収支は７９４万６，０００円の黒字決算になります。 

 次に、公共下水道事業特別会計について御説明申し上げます。 

 歳入につきましては、予算現額６億４，２２５万６，０００円に対し、決算額は６億

２，３４８万５，０００円となり、１，８７７万１，０００円の減となっております。 

 下水道受益者負担金の収納状況につきましては、調定額１，５０３万７，０００円に対

し、決算額は１，１９７万８，０００円となり、収納率は７９．７％で、収入未済額は２

９９万６，０００円となっております。 

 また、下水道使用料の収納状況につきましては、調定額４，７７７万２，０００円に対

し、決算額は４，６０８万１，０００円となり、収納率は９６．５％で、収入未済額は１

６９万１，０００円となっております。 

 歳出につきましては、予算現額６億４，２２５万６，０００円に対し、決算額は６億

２，３４８万５，０００円となり、執行率９７．１％で、１，８７７万１，０００円の不

用額であります。これは建設費において工事請負費１，１３１万７，０００円の減が主な

ものであります。 

 以上により、歳入歳出同額の決算となります。 

 次に、公共用地先行取得事業特別会計について御説明申し上げます。 

 本会計につきましては、公共用地の先行取得を必要とする事態が生じた場合、それに対

応するためのものでありますが、平成２３年度においては、そのような事態が生じなかっ

たため、活用しなかったものであります。 

 次に、介護保険特別会計について御説明いたします。 

 歳入につきましては、予算現額３１億６，２４９万９，０００円に対し、決算額は３０

億９，０８３万１，０００円となり、７，１６６万８，０００円の減となっております。 

 介護保険料の収納状況につきましては、調定額５億１，５３３万４，０００円に対し、

決算額が５億４７７万３，０００円となり、収納率は９８．０％で、収入未済額は１，０

１９万４，０００円となっております。 

 介護保険料は保険給付の財源の一部となるものであり、被保険者間における公平負担の

観点からも、収納率向上に努めてまいります。 
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 歳出につきましては、予算現額３１億６，２４９万９，０００円に対し、決算額は３０

億９，０８３万１，０００円となり、執行率は９７．７％で、７，１６６万８，０００円

の不用額であります。これは居宅、または施設の介護サービス給付費が見込みより減とな

ったことに伴う負担金２，３５８万９，０００円、特定入所者介護サービス費が見込みよ

り減となったことに伴う負担金８６５万５，０００円の減が主なものであります。 

 以上により、歳入歳出同額の決算となります。 

 次に、後期高齢者医療特別会計について御説明いたします。 

 歳入につきましては、予算現額３億８，８３３万円に対し、決算額は３億８，０７２万

８，０００円となり、７６０万２，０００円の減となっております。 

 後期高齢者医療保険料の収納状況につきましては、調定額２億７，５２９万３，０００

円に対し、決算額が２億７，３４４万９，０００円となり、収納率は９９．３％で、収入

未済額は２２５万８，０００円となっております。 

 後期高齢者医療保険料は保険給付の財源の一部となるものであり、被保険者間における

公平負担の観点からも、収納率向上に努めてまいります。 

 歳出につきましては、予算現額３億８，８３３万円に対し、決算額は３億８，００６万

８，０００円となり、執行率は９７．９％で、８２６万２，０００円の不用額でありま

す。 

 以上により、実質収支は６６万円の黒字決算になります。 

 以上、各会計について決算の概要を御説明申し上げましたが、平成２３年度一般会計の

決算は、地域情報通信基盤整備や小・中学校校舎の耐震補強などの大型投資的事業の減少

などにより、前年度と比較して約１４％の減少となりました。 

 収支の状況につきましては、実質収支は昨年度に引き続き黒字となりましたが、単年度

収支は臨時財政対策債を含めた実質的な地方交付税や地方譲与税などが前年度と比較して

減少したことなどにより赤字となりました。 

 また、地方公共団体の財政の健全化に関する法律で算定及び公表が義務づけられた健全

化判断比率などの各種財政指標は引き続き良好な値を示しておりますが、経常収支比率に

つきましては、経常的収入が減少するなどの影響により４年ぶりに悪化しました。 

 このような中で、今後においても少子・高齢、人口減少社会の進展、地域主権改革、ま

たは多様化する市民ニーズへの対応、公共施設の老朽化など、本市を初め、地方を取り巻

く環境は急速に変化しており、これらの課題に対応するための経費の増加が見込まれてお
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ります。 

 国はこうした厳しい状況に対応するため、社会保障制度の機能強化及び安定財源確保を

目的として社会保障と税の一体改革に取り組むとともに、基礎的財政収支の対象経費につ

いて恒久的な歳出削減を行うことなどを示しております。 

 こうしたことを踏まえ、本市の目指す将来像である「住みよさ実感 瀬戸内交流文化都

市たけはら」の実現に向けた施策を推進するため、監査委員の審査意見に十分配慮しつ

つ、計画的で効率的な財政運営を推進し、引き続き持続可能な財政基盤の確立に向けた取

り組みを進めていく所存であります。 

 何とぞ慎重に御審議いただいた上、御認定のほどよろしくお願い申し上げます。 

 次に、平成２３年度竹原市水道事業決算認定について提案の理由を御説明申し上げま

す。 

 この決算の内容につきましては、去る７月２７日、監査委員の審査が終了いたしました

ので、ここに監査委員の審査意見書及び各種参考資料を添えて、地方公営企業法第３０条

第４項の規定により議会の認定を求めるものであります。 

 決算の概要でありますが、まず損益勘定について申し上げます。 

 消費税計算に伴う税込み額で収入総額７億５，６８６万１，０００円に対し、支出総額

７億３，２８０万７，０００円で、差し引き２，４０５万４，０００円の当年度利益を算

出いたしておりますが、税抜き額で申しますと、収入総額７億２，１３３万８，０００円

に対し、支出総額７億９９６万４，０００円で、差し引き１，１３７万４，０００円の当

年度純利益を算出いたしております。 

 その内訳といたしましては、まず収益でありますが、一般用では前年度と比較し１３万

８，６５７立方メートル減少し、また工業用水については１２万５，９３７立方メートル

減少したことにより、給水収益全体で前年度に比較して税抜き額で４，５２４万８，００

０円の減少となっております。 

 次に、支出につきましては、前年度に比較して費用が増加したものは税抜き額で減価償

却費８０６万５，０００円、材料費１５１万円、薬品代３２万７，０００円などであり、

一方、前年度に比較して費用が減少したものは税抜き額で職員給与費２６１万円、支払利

息３８０万５，０００円、動力費６２万９，０００円、修繕費６７６万２，０００円、受

水費１，１５７万２，０００円などとなっており、前年度と比較し９７２万４，０００円

の費用減少となっております。 
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 １立方メートル当たりの給水原価につきましては１３６円８２銭で、前年度と比較し４

円９０銭の増加となっております。 

 次に、資本勘定について申し上げますと、税込み額で収入総額１，３３６万４，０００

円に対し、支出総額３億４，２６０万１，０００円で、差し引き３億２，９２３万７，０

００円の不足が生じておりますが、この補塡財源といたしましては、減債積立金３，００

０万円、建設改良積立金８，０００万円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整

額１，２４５万８，０００円、過年度分損益勘定留保資金１，１９８万３，０００円及び

当年度分損益勘定留保資金１億９，４７９万６，０００円で補塡経理をいたしました。 

 資本的支出の主な事業内容を申し上げますと、田万里第２配水池残留塩素計取付及び防

雷システム設置工事を初め、漏水防止対策及び老朽施設の更新事業の実施、ポンプ施設、

老朽配水管の布設がえなど、水源設備整備及び配水設備整備等総額２億１，４７６万５，

０００円の工事を施工し、市内全般にわたり円滑な給水体制の確保に努めてまいりまし

た。 

 その他、委託料９２８万２，０００円、量水器新設費３４万３，０００円、企業債償還

金７，９９３万５，０００円、固定資産購入費４１万６，０００円をそれぞれ支出経理い

たしました。 

 次に、資本的収入の主なものにつきましては、消火栓設置費負担金３００万円、竹原工

業・流通団地負担金１，０３６万４，０００円をそれぞれ収入経理しております。 

 以上、収益的収支及び資本的収支の概要を御説明いたしました。 

 次に、財政状態につきましては、貸借対照表の内容を申し上げますと、資産総額４７億

６，８５２万円、負債総額２億１，６７８万２，０００円、差し引き資本総額４５億５，

１７３万８，０００円となっております。 

 次に、剰余金処分といたしましては、当年度未処分利益剰余金５億６，１２４万８，０

００円のうち、減債積立金３，０００万円、建設改良積立金８，０００万円を処分案とい

たしております。 

 次に、監査委員より御指摘、要望のありました事項につきましては、その意を十分に酌

み取り、公営企業の基本原則であります経済性を常に発揮するとともに、その本来の目的

である公共の福祉を増進するよう一層の努力を傾注する所存であります。 

 何とぞ慎重に御審議いただいた上、御認定のほどお願い申し上げます。 

議長（脇本茂紀君） これより質疑に入ります。 
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 まず、議案第４０号平成２３年度竹原市歳入歳出決算認定についての質疑を行います。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議長（脇本茂紀君） これをもって議案第４０号平成２３年度竹原市歳入歳出決算認定に

ついての質疑を終結いたします。 

 次に、議案第４１号平成２３年度竹原市水道事業決算認定についての質疑を行います。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議長（脇本茂紀君） これをもって議案第４１号平成２３年度竹原市水道事業決算認定に

ついての質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。 

 ただいま議題となっております議案第４０号並びに議案第４１号については、６名の委

員をもって構成する決算特別委員会を設置し、これに付託の上、閉会中の継続審査にする

ことにいたしたいと思います。これに御異議ありませんか。 

              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

議長（脇本茂紀君） 御異議なしと認めます。よって、議案第４０号並びに議案第４１号

については、６名の委員をもって構成する決算特別委員会を設置し、これに付託の上、閉

会中の継続審査にすることに決しました。 

 お諮りいたします。 

 ただいま設置されました決算特別委員会の委員の選任については、委員会条例第８条第

１項の規定により、議長において山元経穂君、高重洋介君、井上美津子さん、大川弘雄

君、宮原忠行君、松本進君、以上６名の諸君を指名いたしたいと思います。これに御異議

ありませんか。 

              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

議長（脇本茂紀君） 御異議なしと認めます。よって、ただいま指名いたしました６名の

諸君を決算特別委員会委員に選任することに決しました。 

         ―――――――――――――――――――――― 

  日程第１０ 

議長（脇本茂紀君） 日程第１０、議案第４２号平成２４年度竹原市一般会計補正予算

（第２号）を議題といたします。 

 事務局職員から議案を朗読させます。 

              〔事務局職員朗読〕 
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議長（脇本茂紀君） 市長から提案理由の説明を求めます。 

市長（小坂政司君） 議案第４２号平成２４年度竹原市一般会計補正予算（第２号）につ

いて、その概要を御説明申し上げます。 

 まず、歳出でありますが、民生費においては、その他の福祉に要する経費として、地域

支え合い体制づくり事業補助金１０６万５，０００円を追加計上しております。 

 衛生費においては、予防に要する経費として、単独不活化ポリオワクチン予防接種委託

料など８３２万６，０００円を追加計上しております。 

 労働費においては、緊急雇用対策基金事業に要する経費として、土地画地計測事業委託

料１，６７４万６，０００円、戸籍受附帳電算化事業委託料１５３万２，０００円、観光

ネットワークづくり推進事業委託料４４４万７，０００円、合わせて２，２７２万５，０

００円を追加計上しております。 

 土木費においては、住宅改修助成事業に要する経費として、住宅改修補助金など４１０

万円を追加計上しております。 

 消防費においては、地域防災ネットワーク推進事業に要する経費として、竹原市要援護

者台帳整備に係る台帳管理システムの導入経費５００万円を追加計上しております。 

 教育費においては、小中一貫校施設整備事業に要する経費として、測量設計委託料４，

９６２万５，０００円、図書館建設基金に要する経費として、市立図書館建設基金積立金

３００万円、文化財保存事業に要する経費として、旧城原家土蔵保存修理に要する工事請

負費７００万円、合わせて５，９６２万５，０００円を追加計上しております。 

 災害復旧費においては、７月上旬の大雨により被災した農林水産施設の災害復旧事業と

して、林道や農地などの復旧経費１，６００万円、公共土木施設の災害復旧事業として、

道路や河川の復旧経費２，５００万円、合わせて４，１００万円を新たに計上しておりま

す。 

 これに対し、歳入でありますが、歳出に係る特定財源として、分担金及び負担金９８万

円、国庫支出金１，２６２万５，０００円、県支出金３，０７９万円、寄附金３００万

円、市債４，９９０万円を追加計上するとともに、一般財源として前年度繰越金４，４５

４万６，０００円を追加計上し、収支の均衡をとっております。 

 以上により、歳入歳出それぞれ１億４，１８４万１，０００円を追加し、予算総額は歳

入歳出それぞれ１１９億４，２４２万４，０００円となるものであります。 

 次に、繰越明許費について御説明申し上げます。 
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 このたびの補正予算として計上している事業のうち、今年度中に完了が見込まれない小

中一貫校施設整備事業及び旧城原家土蔵保存修理事業については、翌年度に繰り越して使

用することができるよう繰り越すものであります。 

 何とぞ慎重に御審議いただいた上、適切な御決定をお願い申し上げます。 

議長（脇本茂紀君） これより質疑に入ります。１１番。 

１１番（松本 進君） 私は３点にわたって質問をしておきたいというふうに思います。 

 まず第１点目は、住宅改修助成事業についてであります。 

 私もこの本会議でも一般質問を含めて、この制度の創設を強く求めてまいりました。 

 そこで、多くは申しませんけれども、この制度には賛成でありまして、きょうの質問

は、この制度をつくって、地元の経済への波及効果といいますか、仕事や雇用の促進とい

うことにかかわるわけですけれども、広島県がつくっている制度が子育て・高齢者等あん

しん住宅リフォーム普及促進事業がありまして、ことしの１月１２日現在で県の課長は、

２８０件交付した補助金が２，５５７万円、これに対して、契約金額、要するに工事の契

約金額のことですね、これが７億２，９６７万円と。要するに、よくここで私も言ってい

るような投資に対する、補助金に対する経済波及効果という言い方をしていますけれど

も、県の場合は２８．５倍の経済波及効果があったということを県の課長が報告されてお

ります。 

 それで、１点だけ質問といいますのは、竹原市が今回提案されるに当たって、地域の経

済活性化にこの制度が果たす役割、具体的には経済波及効果と先ほど申し上げました。こ

の果たす役割についてどのようにお考えなのか、１点だけを聞いておきたい。 

 それから、２点目の質問は、地域防災ネットワーク推進事業についてであります。 

 このことについても、私も昨年の防災、災害対策等の問題で、この名簿の作成、避難者

をどうするのかということも質問いたしまして、この予算自体には積極的に賛成でありま

す。 

 そこで、確かに一朝一夕にはいかない大変な課題が含まれているということで、私も事

業そのものには大賛成ですし、いかにこれを早くつくって、本当に災害に備えた体制をつ

くるかということでありますので、確認は、災害時の要援護者名簿の作成、それと名簿を

つくった後が、要援護者をどういった形で安全なところに避難させるかと、支援体制とい

いますかね、名簿をつくることも第一に必要ですし、その地域にどういった援護が必要な

方がおられるのか、高齢者、障害者、いろんな弱者の方の名簿をまずつくらなくてはいけ
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ない。これは大切なことです。 

 それから、つくった後に、そういった援護が必要な方をどう安全な避難場所に届ける

か、避難させるか。そこにはどうしても地域の避難する支援がやっぱり必要だし、行政が

そこに積極的にかかわっていく必要があるということで、名簿をつくる支援体制をどうす

るのかということで、質問の第１点は、そこの２点について、行政が最後まで責任を持っ

て作成するのか、このことだけをちょっと確認しておきたいし、２つ目には、それとかか

わりますけれども、支援体制という面では、いろいろ自主防災組織ということが大きな役

割を果たすんだろうと思うんですね。それで、竹原市のそういう自主防災組織の組織率

が、これはことしの初めの分ですけれども、１４団体で組織率が６３．６％、６４％弱と

いうことで、あと組織されていないところが一番肝心なことであります。ですから、先ほ

どのことにもかかわりますけれども、支援体制がないところは、そういったつくることか

ら始めるということは大変な作業ですし、一朝一夕にできる問題ではありません。 

 ですから、先ほど１の関連では、行政が本気になって支援体制を最後まで貫くかどうか

ということが大きな問題ですから１点目に質問しましたし、２点目としては、支援体制は

どういった──自主防災組織が大きな役割を果たすというふうには推測しますけれども、

市としてどのように考えておられるのか。３点目に、名簿の管理、プライバシーの保護を

そういういろんな自主防災組織とか地域の支援組織にお願いする場合はどのように担保す

るのかという３点だけをちょっとお聞きしておきたい。 

 それから、今回の補正予算の中には、小中一貫教育にかかわって小中一貫校施設整備事

業４，９６２万５，０００円が予算措置されております。私もこの問題については一般質

問で質問を取り上げました。 

 そこで、ここでの確認ということになろうかと思いますけれども、私も一般質問の中で

は一貫教育そのものの準備段階がまだ極めて不十分じゃないかということを指摘せざるを

得ないんですね。それで、一般質問でも展開しました。 

 そこで、教育長に現段階で、この準備段階にかかわると思うんですが、どのようにお考

えなのかね。例えば、小中一貫教育の内容について、これは一般質問で展開しました。中

１ギャップの解消がどうなのか、メリットもあればデメリットもあるよということも指摘

して展開したところです。 

 それから２つ目には、学力の向上、保護者の期待が大きいと。どうやって学力を向上さ

せるのかということの大きな柱が教科担任制の導入ということが資料には少なくとも書い
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てあります。しかし、これが保護者や先生方や、そういった教育関係者を含めてね、この

内容がきちっと説明されて、ああ、そうなりゃ子供たちの学力向上になるんかと、それな

ら大いにやってもらおうじゃないかというところの合意ができているんかといえば、はっ

きり言ってできていないと。私は先生にも聞きました。保護者の方にも何人か聞きまし

た。ああ、そんなことなんですかということですよね。ですから、検討委員会の委員長さ

んが不安や心配事がある、そこを大切にしてくれよと、わざわざ提出に当たっての意見が

出されています。 

 それから、３つ目の問題は、ちょっと一般質問では弱いところもありましたけれども、

例えば、こういった３校の学校が１校に集約されるということになって、それぞれの学校

とそれぞれの地域との関係が、祭りとか行事とか、いろいろやっぱりされていますよね。

私が聞いたのは、こういった学校と地域との行事や文化、祭り等を含めて、これがなくな

ったらどうなるんだろうかということもありました。あとは活用のこともあるんでしょう

けれども、そういったことが明確にやっぱり地域の方にわかるように、今まであった学校

と地域の行事、これが廃校になった場合はこういう対策をとって地域の振興には、地域住

民の皆さんの不安へは対応できるということが最低限の条件として示されて、ああ、そう

なのかと、それじゃったら１校に集約しても大丈夫だなということが最低限の理解として

合意がないと、私は決して進めるべきじゃないと。 

 あえて２学期制の導入のときも言いました。最大の問題は、子供たちの学力を向上させ

るために授業時間数をふやすという２学期制導入の最大の目的なんですよ。これをさっさ

と導入して、さっさと撤退して、私の質問の中では少なくとも反省や教訓が生かされてい

ない。私が心配するのは、こういった小中一貫教育でも、教育委員会が本気で子供たちの

学力や地域の振興に絶対につながるんだと、そこの不安が解消されていないのに、期限だ

け決めて、施設だけ一貫教育をつくるんだということだけでは２学期制導入の二の舞を踏

むことになる。残ったのは、人件費や学校の維持管理費の節減ということだけは残るかも

しれない。しかし、地域のまちづくりや肝心な子供たちの学力向上、ここが本当に担保さ

れて合意形成がされているということでは決してないというふうに私はあえて指摘せざる

を得ないんですね。 

 ですから、教育長にここで再度聞きたいのは、この導入の準備に当たって、先ほど言っ

たような中１ギャップの解消や学力向上、こういった教育内容の充実、あるいは廃校した

としても、その地域の文化や行事、これはこういうことでやって対策をとっているから、
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そういう地域のまちが寂れるというようなことは決してないということが合意形成ができ

ているんかどうかを確認したいんですよ。教育長、その点どうですか。地域や保護者の方

や先生方や地域の関係者、こういった方々に対して小中一貫教育の準備について大枠で内

容の合意ができているよという考えなのかどうかを改めて確認しておきたい。 

議長（脇本茂紀君） 順次答弁願います。都市整備課長。 

都市整備課長（有本圭司君） まず、住宅改修助成事業の提案に関して、果たす役割とい

う御質問でございますが、本助成制度につきましては、公共の福祉の増進に寄与する観点

から、竹原市といたしまして、子供、高齢者、障害者の居住環境の向上と安心して暮らす

ことができるように、市内の業者を活用して住宅の改修を行うものに対しまして、予算の

範囲において助成金を交付するというものでございます。 

 この事業の推進によりまして、住宅関連の資材や労務調達などにより一定の経済効果も

期待しているところでございますので、御理解のほどよろしくお願いいたします。 

 以上です。 

議長（脇本茂紀君） 福祉課長。 

福祉課長（大宮庄三君） 災害時の要援護者の避難支援にかかわりましてでございます

が、昨年度、防災担当部局の総務課と福祉担当部局の福祉課におきまして協議をいたす中

で、災害時の要援護者避難支援プランの全体計画の策定をいたしたところであります。今

年度から個別計画の策定に向けて、その総務課と福祉課に加えまして、住民協働の視点と

いう観点で、まちづくり推進課に加わっていただきまして、３課による協議を鋭意行って

おるところでございます。 

 そういった中で、議員御指摘のとおり、この支援を行うに当たっては地域との十分な連

携をとりながら、そして地域における支援体制を構築し、そして要援護者の避難支援を図

っていく、そういった個別計画を策定していくということでございますので、そのため

の、いわゆる台帳の管理システムの導入を図ろうというものでございます。 

 具体には、サーバーが１台とパソコンが２台ということになります。パソコンにつきま

しては、現在のところ防災担当部局の総務課と福祉担当部局の福祉課にパソコンを置い

て、そのサーバーにより管理をしていくと、こういったことを現在考えておるところでご

ざいます。 

 それで、名簿の作成につきましては、先ほど申し上げました全体計画におきましてお示

しいたしておるように、竹原市におきましては手挙げ方式、同意方式という方法をとりた
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いというふうに計画をいたしておるところであります。 

 いずれにいたしましても、手挙げ方式、同意方式におきましても、それぞれ支援者への

情報提供ということの同意をそれぞれの情報収集の過程におきまして該当者からいただく

と。それをもって情報提供を行っていくと、こういうことになります。もちろん情報の管

理、プライバシーの保護ということに係りましては、大変重要でございますので、全体計

画におきましても災害時要援護者情報の管理及び運用というものを第３章で定めておりま

すが、そういった個人情報の管理につきましては厳格に対応を図ってまいりたいと、この

ように思っておるところであります。 

 それから、支援体制ということでございますが、全体計画でお示ししましたが、支援者

といたしまして想定をいたしておりますのが、自治会連合会とか、あるいは民生委員児童

委員協議会とか自主防災組織とか、そういったさまざまな団体を支援団体というふうに想

定いたしておりまして、これまで自治会連合会、民生委員児童委員協議会、当事者に直接

かかわる障害者の自立支援協議会等々、関係団体への全体計画及び個別計画に向けた取り

組みにつきまして、災害時要援護者の取り組みにつきまして、福祉課のほうで出向きまし

て、それぞれ説明をさせていただいておるところでありますが、引き続いて関係団体、関

係者への働きかけ等も積極的に行っていきたい、このように思っています。 

 それから、竹原市内では既に住民自治組織であります忠海第３地区の住民自治組織にお

きましては、この個別計画に準ずるようなもの、あるいは準じたようなものが既に取り組

まれておりまして、そういう要援護者の避難支援プランに準じるようなものが取り組まれ

ております。また、北部におきましては、田万里地区、仁賀地区などにおきましても、そ

ういった個別計画に準ずるような、あるいはそれに匹敵するような取り組みも既に市内で

は先進的に行われておるところでございます。 

 そういった意味で、既に先進的に行われているそういった取り組み等もあわせまして、

市内全域におきまして、そういった要援護者の避難支援計画の個別計画が図られていくよ

うに積極的に関係課で取り組んでいきたいと思っておりますので、よろしくお願いを申し

上げたいと思います。 

議長（脇本茂紀君） 教育振興課長。 

教育委員会教育振興課長（久重雅昭君） 小中一貫の関係でございます。忠海地区におき

ましては、保護者、地域の各団体の代表者、学校、行政から成る委員２３人で構成されま

す小中一貫校設立検討委員会を設置いたしまして、５回にわたりまして議論を行っており
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ます。また、教育講演会、先進地視察も行っております。 

 検討委員会のまとめとして報告書が出されておりますけれども、その報告書の内容とい

いますのは、まず基本的な考え方、検討内容、あと検討委員会の意見という大きく３つの

項目について記載をされております。報告書のまとめとなる検討委員会の意見という項目

では、忠海中学校における小中一貫教育については、本検討委員会で出された委員からの

意見、要望を十分に生かした上で、平成２７年度の小中一貫校の開校を目指し、現忠海中

学校において施設一体型で推進することが望ましいというものでありました。設立検討委

員会で慎重に議論され、報告されたものでありますので、我々としても重く受けとめてお

りますし、小中一貫校の設立についての基本的な合意ができているというふうに考えてお

ります。 

 先ほど言われました教育内容の充実についてでございますけれども、検討委員会の中で

も先進地の事例ですとか数値等をお示しして、議論をしております。 

 まちづくりということでも御質問ございましたけれども、各地域で行われている行事、

祭り等については、それぞれ継続されるというふうには思っております。また、新しい学

校をつくることによって、新しいまちづくりができるんではなかろうかというふうに思っ

ております。 

 新しいことをするには、やはり不安がつきものというふうには考えております。保護者

のほうからも不安があるというふうな声も聞いております。こういったこともございます

ので、今後、設置予定であります設立準備委員会において、さらに十分な議論を行って、

保護者の不安解消、地元の意見を十分反映できるよう努めていきたいというふうに思って

おります。 

議長（脇本茂紀君） １１番。 

１１番（松本 進君） 住宅リフォームと災害時の名簿作成や支援体制の問題ですね、ぜ

ひやっぱりこっちの住宅のほうは効果があるように、それと災害時の名簿作成、避難計画

等は本当に市民の不安が解決できるように、最後までやっぱり取り組んでいただきたいと

いうふうに指摘しておきたいと思います。 

 それから、小中一貫教育のことは、今、合意ができているとか、祭りは継続されると

か、あなた、ちょっと今さらっと言われるけれどもね、設立検討委員会の報告書の中でも

委員長が新聞の中で、不安やいろんな課題があるということを言われましたし、書いてお

られますし、私が一般質問でわざわざ取り上げたのは、教育内容の充実でこの一貫教育を
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一つの柱としてありますよね、一貫教育を導入すれば教育内容が充実するんだと。しか

し、その中の一つの例を挙げて、中１ギャップの解消の問題でも、いじめや不登校が減る

傾向のデータはあなたが説明されるけれども、逆に私がふえる傾向の、実際あるわけです

からね。そういったところの分は検証もされていないということが明らかになりましたよ

ね。それと、私が保護者に聞いた範囲とか先生に聞いた範囲では、目玉である教科担任の

低年齢化ですよね。これは決定ではないけれども、図面では大きなカリキュラムを、教科

担任の分を、今、中１やっているんが６年、５年まで引き下げて学力の向上を目指すとい

うことがこの柱に書いてありますよね。ですから、こういったことが先生方にもはっきり

徹底されて、それはそういうことをやれば学力が向上するんだというような内容さえも、

やっぱり私は説明されていないというんが実感としてありますよ。 

 それと、３点目のまちづくりの問題では、廃校になった後に、じゃ、具体的にどういう

対策をとるから継続されるとかいう話が本当にされているんですか。今、廃校になる小学

校２校の地域の関係者の方は、具体的に廃校になって、こういう体制をとってやるから行

事や祭りは継続されるというのは聞いていないですよ。だから、本当にそこが議題として

きちっと説明して、廃校になってもこういう対策をとるから、そこの地域が寂れることは

ないということも本当にされているんですか。私はそこが大変疑問を持つからあえて聞い

たわけであって、それで、教育長には、少なくともいろんな教育の保護者の期待に応える

ようなギャップの問題、学力向上の問題、そういったことを先生方や保護者の方にきちっ

と説明して、オーケーだという合意を得ておるというふうに感じているのかどうかを教育

長に直接やっぱり私は確認したいということで、補正予算にかかわって質問しておきたい

と。 

議長（脇本茂紀君） 学校教育課長。 

教育委員会学校教育課長（亀井伸幸君） 小中一貫校の設立に向けて、忠海地域、保護者

等にきちんと理解いただけているのかということでございます。 

 これまで昨年のちょうど８月９日から保護者、地域の方々に地域で１１回の説明会をさ

せていただきました。その後、アンケートもとらせていただき、またその後も説明をさせ

ていただきまして、この５月から設立検討委員会を立ち上げました。検討委員会での検討

の中身につきましては、各委員の皆様からの御質問とか、あるいは事務局側からの説明等

を設立検討委員会だよりとして毎回広報のほうに差し込ませていただきまして、全戸配布

をさせていただき、地域の皆様に目を通していただいているものというふうに感じており
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ます。 

 その中で、最終報告をさせていただきましたけれども、第５回の最終回には、委員長の

ほうから御挨拶の中で、５回の委員会、あるいは講演会、先進校視察を経験することによ

って施設一体型小中一貫校の形、未来像が少しずつクリアになってきたと思う。未来像を

想像し得た結果、最終報告書にある課題等がはっきりと私たちに訴えかけ、鮮明になった

ものと理解している。よって、この最終報告にある項目はどれも意義深いものであるの

で、慎重に扱っていただくようにという願いが申し渡されました。教育長もこれに対し

て、しっかりと不安を解消していくように取り組んでまいりますという挨拶をしておりま

す。 

 具体的に委員会のほうからの報告書の中には、いろいろな不安もあるが、小中一貫校に

は防災、福祉とあわせて、忠海を一つにまとめる可能性があると期待する。新しい学校づ

くりを通して、よりよいまちづくりへの展望を開くことになると考えられるといったよう

な前向きな御意見もいただいております。私ども教育委員会の事務局といたしましても、

こういった御意見を大切に、教育内容の部分では教科担任制でありますとか、あるいはＩ

ＣＴを活用した教育とか、そういったものをしっかりと研究し、取り入れていきながら、

保護者の皆さんに喜んでいただけるような教育が実現できるように努力していきたいとい

うふうに思っておりますので、御理解のほどよろしくお願いいたします。 

議長（脇本茂紀君） １１番。 

１１番（松本 進君） ３回目の質問になりますので、私はやっぱり小中一貫教育の問題

については、検討委員会の意見というのが一般質問で上げたのは、一貫校については、今

も教育内容や施設をめぐり、さまざまな不安や心配の声があると。提出に当たっても、今

もあるよということですよ。だから、教育内容そのものの根幹、一貫校になったらこうな

るよという、さっき言った具体例は教育内容の充実というんが論点に上げられているわけ

だから、私はこの中の２点を具体的に質問しました。ですから、大枠の中での中１ギャッ

プの解消、いいデータもマイナスデータもある。それを皆さんにオープンにして、先生方

や保護者と議論しておるならいいんですよ。 

 それと、９年間の教科担任制の問題ですよ。決定じゃないけんどうこうと言っていたけ

れども、学力の向上の目玉はここじゃないですか。中１から小５まで、こういった教科担

任制の教育を行うんだと、こういった柱のことを正直に言わんこうにおってね、先生方や

保護者にきちっと説明しないでおいて、小中一貫教育、いいことですよというだけでは
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ね、本当の意味の説明なり、本当の意味での合意形成にはならんと私は思うんですね。 

 ですから、端的に言えば、２学期制の導入なんですよ。あえてこれを私も一般質問で取

り上げました。あれだけきちっと授業時間をふやして学力を向上させるんだと、これが最

大の目的なんですよ、２学期制の導入の目的は。ここに反省も教訓も一つもないじゃない

ですか。だから、私はあえて心配するんですよ。竹原市の学校教育の根幹にかかわる問題

じゃないですか。まちづくりの根幹にかかわる大きな課題ですよ。そこもきっちりと整理

しないで、関係者の合意形成が極めて不十分。合意形成なんかできていないと言ってもい

いような状況だけでね、一貫校をやりますよという路線と期限だけ決めてやること自体、

私は問題があると明確に指摘せざるを得ません。 

 ですから、この予算に当たっては、私が明確にしておきたいのは、補正予算の中で住宅

リフォームとか災害時の名簿づくり、避難計画、あるいは災害復旧費等の大切な賛成すべ

き予算も入っています。しかし、小中一貫教育の４，９００万円余りの大きな予算の中

で、今後の竹原市の小・中学校教育の大きな比重を占める制度を変えるということについ

ては、少なくとも市民の、保護者の、地域関係者の合意を得ることが大前提だと。私はそ

こが極めて不十分だし、こういった設立検討委員会の委員長から出されていること自体が

私は大変心配せざるを得ない。 

 ですから、この補正予算の中でも、この小中一貫教育の予算は４，９００万円という大

きな予算ですけれども、明確に反対をしたい。したがって、私はこの議案の採決に当たっ

ては棄権をします。 

議長（脇本茂紀君） １４番。 

１４番（小坂智徳君） 担当委員会の今回の教育費、設計委託料４，９６２万５，０００

円、この点につきまして、当委員会では、いろんな意味でまちづくり等々で忠海町の今後

のあり方、そういったいろんな方針を示して、それから取り組んでいかなくてはいけない

のではなかろうか、委員会のたびに教育委員会の教育長、あるいは担当課長２名には再三

にわたり言ってきたわけでございます。そういった観点から、教育方針とか、そういった

面には触れませんが、きょう、こうして質疑をさせていただくのは、市長部局における今

日までの委員会のそういった委員の声等々を反映して、どういった協議をされてきたの

か、そういった答えは私ども担当委員会は全然聞いていないわけでございます。 

 例えば、先ほども言われましたように、４，９６２万５，０００円余りの多額な測量委

託費でございます。そういったとき、じゃ、専門分野である建築部門の技士等々は、現在
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のあの施設そのものは、中学校そのものは３つに分かれていると言っても過言ではないわ

けでございます。そういったとき、こういったいろんな測量、あるいは設計が要るんでは

なかろうか、まちづくりの観点から、いろいろ指摘事項があるんではなかろうか、こうい

ったすり合わせをやって今回出されているのか、これが疑心暗鬼になっているというよう

なことで、担当委員会で大変御無礼ではございますが、市長部局のほうにお尋ねをした

い、こういった思いでございます。 

 市長におかれましては、いろんな意味で、私以上に竹原市のまちの特性、こういったも

のも十分承知をされていらっしゃろうと思います。私自身は忠海というまちは、現在は

５，０００人切って４，９００人余り。そして世帯数のほうも２，４００世帯、２，２０

０世帯、そういったことではないかと思います。しかし、以前から脇本議長等々がいろい

ろお話を聞く中で、この二十何年間、忠海町の歴史、こういったものをたどってみます

と、明治においては商業のまちとして栄えて、豊田郡の役所もあれば税務署もあった、そ

ういった港町として栄えてきた町であった。そして、昭和３３年には市制発足に伴い合併

をした。しかし、今言いましたように、人口のほうも減少している。高齢化率も上がって

いる。そして、世帯数のほうも減っている。しかし、反面、いい材料というのも私はたく

さんあるんではないかと思います。委員会でいつも教育部局のほうには話をしたわけでご

ざいますが、東のほうからいけば、アトム、そしてアヲハタ、広果連ダンボール、タク

ボ、そして電源開発、そういった意味合いからでも、竹原市の税収面においても一番ウエ

ートが大きい、またいろんな意味で充実をしたまちではないか、このような思いを持って

おるわけでございます。 

 また、市長もいろんな意味で目を通されておろうと思いますが、先ほど亀井課長のほう

が言いましたように、５回の報告書がございます。私は少々意地が悪いもので、はあは

あ、２４名の構成によって──この２４名というのは保護者代表、ＰＴＡ会長とか副会

長、そして市内には７５の自治会があるわけでございますが、忠海は３分の１を占めた２

５の自治会があるわけでございます。そういったいい悪いは別個にいたしまして、自治会

長、あるいは協働のまちのいろんな代表者、そして市のほうからは亀井課長、あるいは久

重課長、この２名が出られている。そして、市長部局においては、企画政策課の課長補佐

の方が１名、まちづくり推進課の係長クラスが１名。しかし、先ほど言いましたように、

私は少々意地が悪いもので、企画政策課の方は一度休んでいらっしゃいます。そして、代

理出席の女性の方を出させていらっしゃいます。しかし、まちづくり推進課の担当の方は



- 215 - 

最初の１回だけ出られて、あとの４回は出ていない。そういった観点から言いましても、

果たして市長部局において、本当にいろんな皆さん方の声を聞いて、この答申等々に反映

をしているのか、そういった素朴な疑問点も感じておるわけでございます。 

 そういった観点から、今回の４，９６２万５，０００円における市長部局におけるいろ

んなすり合わせ等々をして計上したのか、その点につきまして御答弁をいただきたいと思

います。 

議長（脇本茂紀君） 副市長。 

副市長（三好晶伸君） このたびの忠海中学校区におけます小中一貫教育設立に向けた予

算についてお答えをいたします。 

 まず、市長部局といたしましては、忠海中学校区のみならず、市内の小・中学校全体の

統廃合計画と申しますか、全体的なそういった教育環境に対応すべく考え方のもと、２年

前から、まず庁内での懸案協議を今も行っております。そして、予算が必要な場合には政

策協議に変えていくということで、庁内のそれぞれの担当部課長、副市長、市長という段

階で協議をいたしております。 

 そういった中で、今回の基本的な考え方といたしましては、まず小中一貫教育のメリッ

トを最大限に発揮するためには、教育内容の充実、あるいは教育環境の整備が重要である

ということから、小中一貫校の目指す教育指針の作成、あるいは教育内容における改善プ

ログラムの構築は重要な課題であると。また、通学路の安全性の確保、あるいは校舎、グ

ラウンドでの子供たちの安全は十分に考慮されたものでなければならないといったこと、

そして今後の取り組み過程に出てくるであろうという跡地利用等のもろもろの課題、ここ

らについても、保護者、あるいは地域、行政、互いに連携協力しながら、真摯に取り組ん

でいこうというようなことで、今取り組んでいるところでございます。 

 そして、具体的には今回の予算については、検討委員会の中で委員長のほうからのお話

もあったように、一応平成２７年度の開校を目指そうということで、それから後ろへです

ね、今、何をしなければならないかというようなことについて、例えば、建物の耐震、あ

るいは小中一貫校にかかわっての事業内容に係る環境整備、そしてグラウンド、そして学

校行事、あるいは通学路の問題、スクールバス、通学の方法等々、そこらあたりをまず検

討委員会でさまざまな議論をいただいております。そういったことについて、その都度懸

案協議、あるいは政策協議を庁内で開きまして、それなりの予算を基本計画から実施計画

にということで、詳細にわたり検討してまいりました。ということで、よろしくお願いし
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ます。 

議長（脇本茂紀君） １４番。 

１４番（小坂智徳君） 副市長におかれましては、小さいときから今日まで忠海で生まれ

育って、私以上に忠海のいろんな状況といったものは熟知をされている、そういう思いは

持っておるわけでございます。しかし、言葉を返して大変申しわけないんですが、この検

討委員会いうのは、講演と、そして視察を含めて、実質的には３回あるかないかいうよう

なことで、じゃ、このまとめ等々はいわゆる要点筆記。いいことばかり抜粋をして、ある

いはいろんな厳しい御意見は、限られた紙面というようなことでいうこともとれるわけで

ございます。しかし、先ほどの１回目の質問で言い忘れたわけでございますが、市長、忠

海というところは、先ほど言いましたように、すばらしい企業もあるし、私は委員会で指

摘をしたわけでございますが、そういった企業の皆さん方も委員の中へ入れるとか、企業

さん方の視点からいろいろと、小学校が２校なくなるということは、まちのシンボルがな

くなるわけでございまして、そして先ほど言いました昔からの歴史からいくと、いろんな

思いの方があろうと思いますが、竹原市と合併して忠海は寂れるばかりではないか、この

ような思いの方はたくさんいらっしゃるんではなかろうか、こういった思いを私は強く持

っておるわけでございます。 

 そういった中、今回、４，９００万円が高いか安いか、これはいろんな価値観の問題で

あろうと思います。じゃ、この施設そのものが、先ほど言いましたように、変形をしてい

る。一部は建物の耐震はやっている。しかし、１工区、２工区、いろいろとまだまだ耐震

計画、あるいは大規模な構造が要るんではなかろうか。じゃ、３億円、５億円以上かか

る。あっさり建て直して、この地形に合った、あるいは日照時間、あるいはいろんな地域

に即した新しい施設をつくるべきがいいんではなかろうか、こういった見方もあるんでは

ないか、私はこのような思いもするわけでございます。 

 そして、一番大事なユニバーサルデザイン、こういったことを考えると、果たして大丈

夫なんだろうか、このような思いも私個人は持っておるわけでございます。何分にも教育

部局の皆さん方、いろんな意味で教育部門のほうではいろいろと熟知をされて、いろいろ

と御説明をいただきました。しかし、冒頭に言いましたように、専門分野の建築部門の技

士の方のアドバイス、あるいはまちづくりの観点のアドバイス、こういったことがこの報

告書の中にもないし、そして一方では、最近の動向といったものがこういった検討委員会

で、先ほども答弁の中で自信を持って言われましたが、これが最終的な合意をいただい
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た、これは私は少しおかしいんではなかろうか。 

 現在、竹原市議会１４名の議員でございます。しかし、１４名の議員の中でもいろんな

思いもあるし、そして皆さん方は１万７，０００票余りの票をいただいて、そして１人

１，０００名余りの支持者の方のいろんなお声を聞く中で代弁をしておるわけでございま

す。ですから、謙虚に聞いていただいて、そして委員会等々でいろんな質問をしても返っ

てこないという図式。それはもちろん委員会そのものの運営方法もあるわけです。これは

運営方法いうのは、皆さん方も御承知のように、最初に他の総務とか税務とか、いろんな

ことをやって、最後に教育部門のほうが審議をするわけでございまして、市長部局の方が

同席をすることはないわけでございますが、こういった面におきまして、大変不愉快な思

い、あるいは不信感を持っている、こういった思いを持っておるわけでございます。 

 そしてもう１点は、松本議員もおっしゃりましたが、減少する推移ではなく、例えば、

１、２号機の改修によって、果たして稼働をするときに電発の人員、Ｊ－ＰＯＷＥＲさん

の人員、あるいはジェイペックさんの人員、どうなっていくんだろうか、こういった努力

もしなくてはいけない、あるいは把握をしなくてはいけない。私はそういった視点からも

意見交換、あるいはいろいろと御示唆をいただきたいというような場を設けてもいいんで

はなかろうかということを提言、指摘させていただいたわけでございます。 

 そして、委員会で私も十分理解をしていないわけでございますが、次回からは準備委員

会──仮称か何かわかりませんが、ここで最終的にいろいろと今のような声とか検討委員

会でまとめた声をまとめて、そしてまた新たに答申といいますか、まとめを委員会、ある

いは議会のほうに示していただくのか。そして、この４，９６２万５，０００円が実施計

画、最終的な設計になるのか、この点につきまして御答弁をいただきたいと思います。 

議長（脇本茂紀君） 副市長。 

副市長（三好晶伸君） 今、いろいろ御指摘をいただきまして、ありがとうございます。

私も含めて、忠海町の古い歴史の中で、今回、社会経済情勢が大きく変わっていく中での

小中一貫校という方向に今流れていることについても、個々にはいろんな思いがございま

す。しかし、これからの子供たちの教育環境の充実を図る上においては、これはやむを得

ないという個人的な思いがあります。 

 そういった中で、私だけでなく、忠海町民の多くは、今、１４番の言われたようないろ

んな御指摘、御意見、御要望、これを検討委員会の中で十分に承っていかなければならな

い。そして、今後設置をされます設立準備会、この中でも十分に真摯に我々は地元の意見
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をお聞きしたいという思いで臨んでまいりたい。 

 そして、今回の４，９００万円何がしの補正予算、これは基本設計をまず行います。そ

して、基本設計が整った場合には実施設計という段階でございますので、今の今日的段階

においては決定はしておりません。 

 したがって、先ほど申し上げましたように、まず設立準備会において、これからもろも

ろの課題も出てくると思います。そこらあたりを基本設計の中に、技術的にハード、ソフ

ト両面にわたって調査をして、検討をして、そして最終段階である実施設計ということで

年度内完成を目指してまいりたいと。そして、平成２７年度には気持ちよく小中一貫校の

開校を目指したいということでございますので、よろしくお願いいたします。 

議長（脇本茂紀君） １２番。 

１２番（吉田 基君） 基本的に小中一貫の問題点、これは住民、また父兄、いろいろな

意味における合意形成だと私は強く思っております。というのは、今までも市内におけ

る、例えば、東部保育所の民営化、今また仁賀の小学校の統廃合、これはひとえに行政が

真摯な態度で謙虚に対応していくことが一番大事であるということを示しておるのではな

いかと思います。４，９００万円の基本設計をされるということは、もともと小中一貫、

将来の問題として既に７年も８年も前からいろいろな角度で声が出てきておるわけであり

ます。同時に、私が東小学校を出ておりますし、西小学校へ私の子供も行きました。残念

なことに少子化という大変大きな時代のうねりの中で、この忠海という地区の将来像を考

えたときにいかにすべきか。とりわけ次代を担う子供たちの将来ということを考えた場合

に、複式学級じゃ、やはり問題があるのではなかろうかという声も多々あったわけです。 

 今日、将来を見据えて、この忠海から出ておる大川議員なり脇本議員なり、私たちもい

ろいろな悩みは持っております。反対意見も確かにあります。しかしながら、一定の議員

団での話の中で、この問題は乗り越えていかなければならないということで一応の合意と

いいますか、意見交換はしてまいりました。ゆえに理事者方にお願いしたいのは、あくま

でも跡地の問題、いろんな問題はあります。誠心誠意、地元に対して謙虚に対応をしてい

ただくことが今回の小中一貫の要点ではなかろうかと思います。 

 市長部局でも教育長でも結構ですので、質疑として、この点について確認をさせていた

だきます。一部の意見でこの問題を迷わせてはいけないと私は思っております。確かにい

ろんな問題点あります。乗り越えていくことは絶対可能であろうし、竹原市の教育全体と

しても忠海からやっていただくことは大変な試金石ということもありますので、そこの
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点、質疑か賛成討論かわからないようになりますけど、この問題点については、合意形成

であり、理事者側のひとえに正しい姿といいますか、心ではなかろうかと思いますので、

その点について確認を含めて御答弁をお願いしたいと思います。（拍手） 

議長（脇本茂紀君） 教育長。 

教育長（竹下昌憲君） 貴重な御提言ありがとうございます。私どもは子供の可能性、子

供を中心にどのように力をつけていくかということを基点に置きながら、検討委員会の合

意を準備委員会の中で十分に生かして、先ほどおっしゃいましたような地元の御意見とい

うものを十分に尊重しながら、これから取り組みを進めてまいりたい、このように考えて

おります。よろしく御理解いただきたいと思います。 

議長（脇本茂紀君） ６番。 

６番（道法知江君） 未来を担う子供たちのことについて、本当に熱い議論が行われてい

ると思います。私は観点はちょっと別のところの質問になりますが、衛生費のことをお聞

きしたいと思います。 

 私が担当している総務文教常任委員会のほうではない民生産業委員会のところにおける

衛生費ですので、確認をさせていただきたいと思います。 

 不活化ワクチンの件なんですけれども、この不活化ワクチンの安全性をお聞きしたいと

思います。 

議長（脇本茂紀君） 市民健康課長。 

市民健康課長（森野隆典君） 不活化ワクチンにつきましては、国のほうでこの４月に、

いわゆる単独不活化ポリオワクチンとして承認を受けたものということでございます。で

すから、それは安全性を担保したというふうに解釈をしております。 

 以上です。 

議長（脇本茂紀君） ６番。 

６番（道法知江君） 小さなお子さんを抱えたお母さんたちが、この不活化ワクチンがい

よいよ認証されたということで、たくさんの方々からよかったというふうな御意見をいた

だいております。しかし、今までとは違って、２回接種が４回接種になるということと、

それと恐らく１１月から４種のワクチンのうち、この不活化ワクチンが中に入るのではな

いかという情報がありますけれども、その点について、この補正予算で今計上しているこ

とと１１月に行われる４種のワクチンがどのような形になるのか教えていただきたいと思

います。 
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議長（脇本茂紀君） 市民健康課長。 

市民健康課長（森野隆典君） この単独不活化ポリオワクチンというのは、従来の生ポリ

オワクチン、いわゆる経口接種ということでとっておったワクチンを、菌を弱体化してワ

クチンとしての有効成分だけを取り出したものが今回の不活化ワクチンということでござ

います。 

 ポリオワクチンは従来ですと春と秋、年２回接種しておったものが既にこの春には実施

をされております。そうした方を対象として、今回のこの不活化ポリオワクチンというの

はできております。したがって、不活化ポリオワクチンについては、議員御指摘のとお

り、４回目の最終接種は６カ月後というふうな条件になっておりますが、こうしたワクチ

ンとして今回承認、実施されるものでございます。 

 また、１１月には、議員おっしゃるとおり、従来の３種混合ワクチンから４種混合ワク

チンが承認される予定になっておりますので、１１月以降は、いわゆる対象の方は生後三

月から九十月未満、７歳半ですが、この方を対象にして実施するわけでございますが、で

きるだけ１１月までの間は、いわゆる従来の３種混合ワクチンとこの単独不活化ポリオワ

クチンをあわせて接種していただきたい。というのが、１１月まで薬が供給されるのを待

ってというふうな保護者の方もおられるようでございますが、国のほうとしましては、で

きるだけ速やかに接種をしていただくというのが基本的な条件となりますので、この３種

混合ワクチンと不活化ワクチンをいわゆる別々に打つということになりますが、それをで

きるだけ速やかに実施をしていただきたい。また、１１月からはいわゆる４種混合ワクチ

ンとして出ますので、対象となる方は順次そちらのワクチンを実施していただきたいとい

うふうな国の方針となっております。 

 逆に言いますと、１１月の４種混合ワクチンができるまでのつなぎの施策として、今回

の単独不活化ポリオワクチンが導入されたというふうな経緯もございますので、その点を

対象者にあわせて周知徹底を図って、完全実施に向けて事務を進めていきたいというふう

に考えております。 

議長（脇本茂紀君） ６番。 

６番（道法知江君） 最後になります。確認ですけれども、対象者に向けて、きちっとし

た説明が行われるというふうに理解してよろしいのかと思います。より安全ということで

もありますので、小さいお子さんたちをお持ちのお母さんたちにとってみますと、本当に

待っていた不活化ワクチンになりますので、しっかり対象者に対して周知をお願いしたい
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と思います。 

 以上です。 

議長（脇本茂紀君） これをもって質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。 

              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議長（脇本茂紀君） これをもって討論を終結いたします。 

 これより採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 本案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

議長（脇本茂紀君） 御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されまし

た。 

         ―――――――――――――――――――――― 

  日程第１１ 

議長（脇本茂紀君） 日程第１１、閉会中継続審査（調査）についてを議題といたします。 

 お手元に配付いたしておりますとおり、民生産業委員会委員長から会議規則第７３条の

規定により、請受第２４－１号中小業者の仕事起しと、地域経済循環型の政策の一つとし

て住宅・店舗など住宅リフォーム助成制度創設を求める請願について、引き続き閉会中継

続審査（調査）の申し出がありました。 

 お諮りいたします。 

 本案は民生産業委員会委員長からの申し出のとおり、引き続き閉会中継続審査（調査）

とすることにいたしたいと思います。これに御異議ありませんか。 

              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

議長（脇本茂紀君） 御異議なしと認めます。よって、民生産業委員会委員長からの申し

出のとおり、請受第２４－１号中小業者の仕事起しと、地域経済循環型の政策の一つとし

て住宅・店舗など住宅リフォーム助成制度創設を求める請願について、なお閉会中の継続

審査（調査）とすることに決しました。 

 以上をもって今期定例会に付議された案件は全て議了いたしました。 

 よって、平成２４年第３回竹原市議会定例会を閉会いたします。 

              午前１１時５７分 閉会 
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